
令和３年１２月２１日公布 

我 孫 子市 規 則第 ７３ 号 

 

我孫子市財務規則の一部を改正する規則  

 

我孫子市財務規則（昭和６２年規則第９号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後  改正前  

目次  目次  

第１章及び第２章  略  第１章及び第２章  略  

第３章 収入  第３章  収入  

第１節から第６節まで  略  第１節から第６節まで  略  

第７節  指定納付受託者の指定及

び 徴 収 又 は 収 納 の 委 託

（第 50条の２―第 53条の

２）  

第７節  指定代理納付者の指定及

び 徴 収 又 は 収 納 の 委 託

（第 50条の２―第 53条の

２）  

第８節 略  第８節  略  

第４章から第12章まで  略  第４章から第 12章まで  略  

附則  附則  

第７節  指定納付受託者の指定

及び徴収又は収納の委

託 

第７節  指定代理納付者の指定

及び徴収又は収納の委

託 

（指定納付受託者の指定等）  （指定代理納付者の指定）  

第 50条の２ 歳入徴収者は、法第231条

の２の３第１項に規定する指定納付

受託者（以下この条及び第 56条第１

項において「指定納付受託者」とい

う。）の指定をしようとするときは、

あらかじめ会計管理者と協議しなけ

ればならない。  

第50条の２  歳入徴収者は、法第 231条

の２第６項に規定する指定代理納付

者（以下「指定代理納付者」という。）

の指定をしようとするときは、会計

管理者と協議の上、施行令第 157条の

２第１項第１号に規定する納付事務

に係る契約書（案）を作成して市長

の決裁を受け、当該指定をしようと

する者と契約書を取り交わさなけれ



 

ばならない。 

２  歳入徴収者は、指定納付受託者の

指定をしたときは、法第 231条の２の

３第２項及び地方自治法施行規則第

12条の２の７に規 定する事項の ほ

か、次に掲げる事項を告示し、かつ、

速やかに市広報等をもつて公表しな

ければならない。告示した事項に変

更があつたとき又は指定を取り消し

たときも、同様とする。  

２  歳入徴収者は、指定代理納付者の

指定をしたときは、次に掲げる事項

を告示し、かつ、速やかに市広報等

をもつて公表しなければならない。

告示した事項に変更があつたとき又

は指定を取り消したときも、同様と

する。  

 (1)  指定代理納付者の名称及び主

たる事務所の所在地  

(1)  指定納付受託者に納付させる

歳入  

(2)  指定代理納付者に納付させる

歳入  

(2)  指定納付受託者に納付させる

期間  

(3)  指定代理納付者に納付させる

期間  

(3) 前２号に掲げるもののほか、市

長が必要があると認める事項  

(4) 前３号に掲げるもののほか、市

長が必要があると認める事項  

（現金等による寄附の受納）  （現金等による寄附の受納）  

第 56条  歳入徴収者は、現金等による

寄附を受けようとするときは、次に

掲げる事項 を記載 した書面を 作成

し、市長の決裁を受けなければなら

ない。ただし、急施を要する場合、

指定納付受託者から納付される場合

又は特別の事情がある場合は、この

限りでない。  

第 56条  歳入徴収者は、現金等による

寄附を受けようとするときは、次に

掲げる事項 を記載 した書面を 作成

し、市長の決裁を受けなければなら

ない。ただし、急施を要する場合、

指定代理納付者から納付される場合

又は特別の事情がある場合は、この

限りでない。  

(1)から(5)まで 略 (1)から (5)まで  略 

２  略  ２ 略  

（随意契約の見積書の徴収等）  （随意契約の見積書の徴収等）  



 

第 138条の２ 予算執行者は、随意契約

に付するときは、２者以上から見積

書を徴さなければならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当する場合

は、１者から見積書を徴するものと

する。  

第138条の２  予算執行者は、随意契約

に付するときは、見積実施伺（第 84

号様式の２）を作成し、２者以上か

ら見積書を徴さなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当

する場合は、１者から見積書を徴す

るものとする。  

(1)から(4)まで 略 (1)から (4)まで  略 

２  略  ２ 略  

３  予算執行者は、第１項の規定によ

り見積書を徴するときは、あらかじ

め見積実施伺（第 84号様式の２）を

作成しなければならない。ただし、

第 122条第２項の規定により予算執

行伺書又は実施伺兼契約締結伺（随

意契約用）の作成を省略するときは、

この限りでない。  

 

（契約書作成の省略）  （契約書作成の省略）  

第 142条 前条の規定にかかわらず、予

算執行者等は、次の各号のいずれか

に該当するときは、契約書の作成を

省略することができる。  

第142条  前条の規定にかかわらず、予

算執行者等は、次の各号のいずれか

に該当するときは、契約書の作成を

省略することができる。  

(1)から(6)まで 略 (1)から (6)まで  略 

(7) 前各号に掲げるもののほか、予

算執行者等が契約の内容により

契約書を作成する必要がないと

認めるとき。  

 

２  予算執行者等は、前項各号（第７

号を除く。）の規定により契約書の

作成を省略するときは、契約の目的

２  予算執行者等は、前項の規定によ

り契約書の作成を省略するときは、

契約の目的となる給付の内容、履行



 

となる給付の内容、履行期限、契約

金額その他必要な事項を記載した請

書を契約相手方（以下「契約者」と

いう。）から徴さなければならない。

ただし、その契約金額が 20万円未満

のものについては、請書の徴収を省

略することができる。  

期限、契約金額その他必要な事項を

記載した請書を契約相手方（以下「契

約者」という。）から徴さなければ

ならない。ただし、その契約金額が

20万円未満のものについては、請書

の徴収を省略することができる。  

 別表第１（甲）中「役務書」を「役務費」に改める。  

 

附 則  

 （施行期日）  

１  この規則は、令和４年１月４日から施行する。ただし、第１３８条の２、

第１４２条及び別表第１（甲）の改正規定は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律（令和

３年法律第７号）第６条の規定による改正前の地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２３１条の２第６項の規定による指定を受けている者に対する  

改正後の第５０条の２第２項及び第５６条の規定の適用については、令和５

年３月３１日までの間は、なお従前の例による。  


